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○大規模小売店舗の新設の届出� （中小企業振興課）……………14

○大規模小売店舗立地法第６条第２項の規定に基づく変更の届出

� （中小企業振興課）……………14

○大規模小売店舗立地法第６条第２項の規定に基づく変更の届出

� （中小企業振興課）……………15

　　　　監 査 委 員

○監査結果の報告に係る措置の公表� （監査委員事務局総務課）……………15

　福岡県告示第259号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定に基づき、次のように道路の区域

を変更する。

　その関係図面は、この告示の日から２週間、関係県土整備事務所において一般の縦覧

に供する。

　　令和元年９月６日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

　福岡県告示第260号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定に基づき、次の道路の供用を令和

元年９月６日から開始する。

　その関係図面は、この告示の日から２週間、関係県土整備事務所において一般の縦覧

に供する。

　　令和元年９月６日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

　福岡県告示第261号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定に基づき、次のように道路の区域

を変更する。

　その関係図面は、この告示の日から２週間、関係県土整備事務所において一般の縦覧

に供する。

　　令和元年９月６日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

県土整備
事務所名

道路の
種 類 路線名 変 更

前後別 区　　　　間 幅 員
（メートル）

延 長
（メートル）

田　川 県道
猪　国
豊前桝田��線
停車場

前

田川市大字猪国1741番１
先から
田川郡川崎町大字安眞木
7278番１先まで

6.6
～
14.0

1,341.0

前

田川市大字猪国641番17
先から
田川郡川崎町大字安眞木
7278番１先まで

7.1
～
66.5

1,760.0

後

田川市大字猪国1741番１
先から
田川郡川崎町大字安眞木
7278番１先まで

6.6
～
14.0

1,341.0

後

田川市大字猪国641番17
先から
田川郡川崎町大字安眞木
7278番１先まで

7.1
～
66.5

1,745.0

県土整備
事務所名

道路の
種 類 路線名 変 更

前後別 区　　　　間 幅 員
（メートル）

延 長
（メートル）

前

三井郡大刀洗町大字本郷
111番１先から
三井郡大刀洗町大字鵜木
50番先まで

6.6
～
19.8

2,593.7

久留米 一般
国道 322 号 後

三井郡大刀洗町大字本郷
111番１先から
三井郡大刀洗町大字鵜木
50番先まで

6.6
～
37.4

2,593.7

県土整備
事務所名 路 線 名 供　用　開　始　の　区　間

田　川
猪　国
豊前桝田��線
停車場

田川市大字猪国641番17先から
田川郡川崎町大字安眞木7278番１先まで

告　　　示
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　福岡県告示第262号

　農林水産大臣から、次のように保安林の指定の解除をしようとする旨の通知を受けた

ので、森林法（昭和26年法律第249号）第30条の規定により告示する。

　　令和元年９月６日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　解除予定保安林の所在場所

　�　朝倉市須川字深倉139の39、139の40、139の28・字戻ラズ142の45・142の47・142の

48（以上４筆について次の図に示す部分に限る。）、142の49

２　保安林として指定された目的

　　水源の涵養

３　解除の理由

　　道路用地とするため

　（「次の図」は、省略し、その図面を福岡県農林水産部農山漁村振興課及び朝倉市役

所に備え置いて縦覧に供する。）

　福岡県告示第263号

　農林水産大臣から、次のように保安林の指定の解除をしようとする旨の通知を受けた

ので、森林法（昭和26年法律第249号）第30条の規定により告示する。

　　令和元年９月６日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　解除予定保安林の所在場所

　�　八女市矢部村北矢部字ワタウチ10291の４（国有林。次の図に示す部分に限る。）

２　保安林として指定された目的

　　水源の涵養

３　解除の理由

　　道路用地とするため

　（「次の図」は、省略し、その図面を福岡県農林水産部農山漁村振興課及び八女市役

所に備え置いて縦覧に供する。）

　福岡県告示第264号

　農林水産大臣から、次のように保安林の指定の解除をしようとする旨の通知を受けた

ので、森林法（昭和26年法律第249号）第30条の規定により告示する。

　　令和元年９月６日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　解除予定保安林の所在場所

　�　八女市矢部村矢部字天神山648の２・650の２・652の６（以上３筆国有林）

２　保安林として指定された目的

　　水源の涵養

３　解除の理由

　　道路用地とするため

　福岡県告示第265号

　自衛隊法施行令（昭和29年政令第179号）第114条、第117条第１項及び第118条の規定

により、自衛官候補生の募集種目、募集期間、受験資格、試験期日、受付場所並びに試

験場の位置及び名称を次のように告示する。

　　令和元年９月６日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　募集種目

　　自衛官候補生

２　募集期間

　　令和元年９月７日（土）から令和元年11月12日（火）まで

３　受験資格

　⑴　自衛官候補生

　���　18歳以上33歳未満の者で日本国籍を有する者

後

三井郡大刀洗町大字本郷
111番１先から
三井郡大刀洗町大字鵜木
50番先まで

13.4
～
71.9

2,600.0
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６　試験場の位置及び名称（予定）

　福岡県告示第266号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定に基づき、次のように道路の区域

を変更する。

　その関係図面は、この告示の日から２週間、関係県土整備事務所において一般の縦覧

に供する。

　　令和元年９月６日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

　福岡県告示第267号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定に基づき、次のように道路の区域

を変更する。

　その関係図面は、この告示の日から２週間、関係県土整備事務所において一般の縦覧

に供する。

　⑵　詳細は、採用案内による。

４　試験期日

　　令和元年11月23日（土）～24日（日）

５　受付場所

受　付　場　所 名　　称

福岡市博多区竹丘町１－ 12
（電話　092 － 584 － 1881 ～３） 自衛隊福岡地方協力本部

北九州市小倉南区北方５－１－１（小倉駐屯地隣接）
（電話　093 － 963 － 7728 又は 093 － 963 － 3590）

自衛隊福岡地方協力本部
北九州出張所

築上郡築上町大字西八田番地不詳（築城基地内）
（電話　0930 － 56 － 1150）交換呼出

自衛隊福岡地方協力本部
築城地域事務所

遠賀郡芦屋町大字芦屋 1455 －１（芦屋基地内）�����������
（電話　093 － 223 － 0981）交換呼出

自衛隊福岡地方協力本部
芦屋地域事務所

飯塚市川津 639 －１
（電話　0948 － 22 － 4847）

自衛隊福岡地方協力本部
飯塚地域事務所

春日市大和町５－ 12（福岡駐屯地内）
（電話　092 － 591 － 7450）

自衛隊福岡地方協力本部
春日分駐所

福岡市博多区博多駅南２－１－５
博多サンシティビル２Ｆ
（電話　092 － 414 － 5100）

自衛隊福岡地方協力本部
福岡地域事務所（博多）

福岡市東区和白丘２－２－ 63
（電話　092 － 607 － 4826）

自衛隊福岡地方協力本部
福岡募集案内所（和白）

福岡市西区姪の浜５－４－ 20　
パールマンション１Ｆ
（電話　092 － 891 － 7941）

自衛隊福岡地方協力本部
福岡西募集案内所（姪浜）

久留米市諏訪野町 2401（旧�九州農政局�福岡地域センター�久留
米支所庁舎）
（電話　0942 － 38 － 1616）

自衛隊福岡地方協力本部
久留米地域事務所

大牟田市宝坂町１－２－９
（電話　0944 － 52 － 3810）

自衛隊福岡地方協力本部
大牟田地域事務所

小郡市小郡 2277（小郡駐屯地内）
（電話　0942 － 72 － 3161）交換呼出

自衛隊福岡地方協力本部
小郡分駐所

八女市稲富 127 番地
（電話　0943 － 24 － 5192）

自衛隊福岡地方協力本部
八女地域事務所

柳川市三橋町下百町６－７
（電話　0944 － 72 － 7794）

自衛隊福岡地方協力本部
柳川地域事務所

試験場 位　　置 名　　称

福　岡 春日市大和町５－12 陸上自衛隊福岡駐屯地

筑　後
久留米市国分町100 陸上自衛隊久留米駐屯地

久留米市高良内町2728 陸上自衛隊前川原駐屯地

県土整備
事務所名

道路の
種 類 路線名 変 更

前後別 区　　　　間 幅 員
（メートル）

延 長
（メートル） 備考

久留米 県道
鳥　栖
朝　倉��線

前

三井郡大刀洗町
大字鵜木98番３
先から
三井郡大刀洗町
大字上高橋1077
番先まで

7.1
～
16.3

267.5

うち一般
国道 322
号重用延
長 160.7
メートル

後

三井郡大刀洗町
大字鵜木98番３
先から
三井郡大刀洗町
大字上高橋1077
番先まで

7.1
～
17.8

267.5

うち一般
国道 322
号重用延
長 160.7
メートル
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　福岡県告示第269号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定に基づき、次のように道路の区域

を変更する。

　その関係図面は、この告示の日から２週間、関係県土整備事務所において一般の縦覧

に供する。

　　令和元年９月６日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

　福岡県告示第270号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定に基づき、次のように道路の区域

を変更する。

　その関係図面は、この告示の日から２週間、関係県土整備事務所において一般の縦覧

に供する。

　　令和元年９月６日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

　　令和元年９月６日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

　福岡県告示第268号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定に基づき、次のように道路の区域

を変更する。

　その関係図面は、この告示の日から２週間、関係県土整備事務所において一般の縦覧

に供する。

　　令和元年９月６日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

県土整備
事務所名

道路の
種 類 路線名 変 更

前後別 区　　　　間 幅 員
（メートル）

延 長
（メートル）

久留米 県道
上高橋
野　町��線

前

三井郡大刀洗町大字上高
橋435番先から
三井郡大刀洗町大字春日
896番先まで

11.3
～
11.3

62.5

後

三井郡大刀洗町大字上高
橋435番先から
三井郡大刀洗町大字春日
896番先まで

11.3
～
17.5

62.5

県土整備
事務所名

道路の
種 類 路線名 変 更

前後別 区　　　　間 幅 員
（メートル）

延 長
（メートル）

久留米 県道
豊　田
北　野��線

前

久留米市北野町高良1919
番２先から
久留米市北野町鳥巣1325
番１先まで

5.5
～
13.3

1,201.0

後

久留米市北野町高良1919
番２先から
久留米市北野町鳥巣1325
番１先まで

5.5
～
13.3

1,201.0

後

久留米市北野町高良1919
番２先から
久留米市北野町鳥巣1325
番１先まで

7.4
～
19.6

1,185.5

県土整備
事務所名

道路の
種 類 路線名 変 更

前後別 区　　　　間 幅 員
（メートル）

延 長
（メートル）

八　女 一般
国道 442 号

前

八女市室岡1073番１先か
ら
八女市室岡933番１先ま
で

25.0
～
42.0

201.5

後

八女市室岡1073番１先か
ら
八女市室岡933番１先ま
で

25.0
～
41.0

201.5

県土整備
事務所名

道路の
種 類 路線名 変 更

前後別 区　　　　間 幅 員
（メートル）

延 長
（メートル）

京　築 県道
行　橋
添　田��線

前

京都郡みやこ町犀川柳瀬
903番88先から
京都郡みやこ町犀川柳瀬
903番２先まで

9.0
～
27.2

64.3
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　公告

　次の開発行為に関する工事が完了したので、都市計画法（昭和43年法律第100号）第36

条第３項の規定により公告する。

　　令和元年９月６日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　開発区域に含まれる地域の名称

　　糸島市志摩井田原字下西牟田1713番１及び1713番８から1713番20まで

２　開発許可を受けた者の所在地、名称及び代表者氏名

　　福岡市西区大字飯氏879番地１

　　有限会社日本測量開発

　　代表取締役　藤原　平

　公告

　次の開発行為に関する工事が完了したので、都市計画法（昭和43年法律第100号）第36

条第３項の規定により公告する。

　　令和元年９月６日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　開発区域に含まれる地域の名称

　　宗像市大井字犬房1021番１から1021番17まで

２　開発許可を受けた者の住所及び氏名

　　宗像市田熊五丁目19－21

　　元満　廣孝

　公告

　福岡県告示第271号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定に基づき、次のように道路の区域

を変更する。

　その関係図面は、この告示の日から２週間、関係県土整備事務所において一般の縦覧

に供する。

　　令和元年９月６日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

　福岡県告示第272号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定に基づき、次の道路の供用を令和

元年９月６日から開始する。

　その関係図面は、この告示の日から２週間、関係県土整備事務所において一般の縦覧

に供する。

　　令和元年９月６日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

後

京都郡みやこ町犀川柳瀬
903番88先から
京都郡みやこ町犀川柳瀬
903番２先まで

9.0
～
11.6

64.3

県土整備
事務所名

道路の
種 類 路線名 変 更

前後別 区　　　　間 幅 員
（メートル）

延 長
（メートル）

京　築 県道
吉　富
本耶馬渓��線

前

築上郡上毛町大字上唐原
646番１先から
築上郡上毛町大字上唐原
611番１先まで

10.0
～
13.2

71.0

後

築上郡上毛町大字上唐原
646番１先から
築上郡上毛町大字上唐原
611番１先まで

10.0
～
13.2

71.0

県土整備
事務所名 路 線 名 供　用　開　始　の　区　間

京　築
吉　富
本耶馬渓��線

築上郡上毛町大字上唐原646番１先から
築上郡上毛町大字上唐原611番１先まで

公　　　告
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　　令和元年９月６日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　届出年月日

　　令和元年８月９日

２　大規模小売店舗の名称及び所在地

　⑴　名称　　ダイレックス白水店

　⑵　所在地　春日市上白水四丁目54番地

３　大規模小売店舗内の店舗面積の合計

　　（変更前）2,436㎡

　　（変更後）1,809㎡

４　大規模小売店舗の施設の配置に関する事項

　⑴　駐輪場の位置及び収容台数

　⑵　廃棄物等の保管施設の位置及び容量

５　大規模小売店舗の運営方法に関する事項

　⑴　大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻及び閉店時刻

　　（変更前）午前８:00～午後９:00

　　（変更後）午前９:00～午後10:00

　⑵　来客が駐車場を利用することができる時間帯

　　（変更前）午前７:30～午後９:30

　　（変更後）午前８:30～午後10:30

　⑶　駐車場の自動車の出入口の数及び位置

　次の開発行為に関する工事が完了したので、都市計画法（昭和43年法律第100号）第36

条第３項の規定により公告する。

　　令和元年９月６日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　開発区域に含まれる地域の名称

　�　糟屋郡志免町南里四丁目357番１、357番６、363番１、363番３、363番４及び363番

５

２　開発許可を受けた者の所在地、名称及び代表者氏名

　　糟屋郡志免町南里四丁目２番17号

　　吉川　孝範

　公告

　次の開発行為に関する工事が完了したので、都市計画法（昭和43年法律第100号）第36

条第３項の規定により公告する。

　　令和元年９月６日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　開発区域に含まれる地域の名称

　　糟屋郡志免町王子四丁目672番１

２　開発許可を受けた者の所在地、名称及び代表者氏名

　　糟屋郡志免町南里三丁目７番25号

　　南里　眞子

　公告

　大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号）第６条第２項の規定に基づき、同法附

則第５条第１項の規定による届出があった大規模小売店舗について、変更の届出があっ

たので、同法第６条第３項において準用する同法第５条第３項の規定により次のとおり

公告する。

　なお、当該届出及び添付書類は、この公告の日から４月間、福岡県商工部中小企業振

興課及び福岡中小企業振興事務所において縦覧に供する。

位置 変更前 変更後

建物南側 15 台

建物南側 15 台

合計 15 台 15 台

位置 変更前 変更後

建物北側 10.12㎥

建物内北側 17.14㎥

合計 10.12㎥ 17.14㎥
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　公告

　測量法（昭和24年法律第188号）第５条に規定する公共測量を次のように実施するので

、同法第39条において準用する同法第14条第３項の規定により公示する。

　　令和元年９月６日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　測量の種類

　　公共測量（３級基準点測量）

２　測量の実施地域及び期間

　公告

　測量法（昭和24年法律第188号）第５条に規定する公共測量を次のように実施するので

、同法第39条において準用する同法第14条第３項の規定により公示する。

　　令和元年９月６日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　測量の種類

　　公共測量（基準点測量）

２　測量の実施地域及び期間

　公告

　測量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用する同法第14条第１項の規定によ

り、糸島市長から次のように公共測量を実施する旨の通知があったので、同法第39条に

おいて準用する同法第14条第３項の規定により公示する。

　　令和元年９月６日

　公告

　大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号）第６条第１項の規定に基づき、同法附

則第５条第１項の規定による届出があった大規模小売店舗について、変更の届出があっ

たので、同法第６条第３項において準用する同法第５条第３項の規定により次のとおり

公告する。

　なお、当該届出及び添付書類は、この公告の日から４月間、福岡県商工部中小企業振

興課及び福岡中小企業振興事務所において縦覧に供する。

　　令和元年９月６日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　届出年月日

　　令和元年８月９日

２　大規模小売店舗の名称及び所在地�

　⑴　名称　　ダイレックス白水店

　⑵　所在地　春日市上白水四丁目54番地

３　大規模小売店舗の名称

　　（変更前）ミスターマックス白水店

　　（変更後）ダイレックス白水店

４�　大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっ

ては代表者の氏名

位置 変更前 変更後

駐車場No.1 ２箇所 ２箇所

駐車場No.2 ２箇所 ３箇所

合計 ４箇所 ５箇所

変更前 変更後

株式会社ミスターマックス
代表取締役　平野　能章
福岡市東区松田一丁目５番７号

ダイレックス株式会社
代表取締役　多田　高志
佐賀県佐賀市高木瀬町大字長瀬 930 番地

実　施　地　域 実　施　期　間

みやま市内 令和元年６月13日から
令和元年９月13日まで

実　施　地　域 実　施　期　間

田川郡添田町大字庄 令和元年７月12日から
令和元年11月29日まで
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　　土地区画整理

２　測量の実施地域及び期間

　公告

　測量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用する同法第14条第１項の規定によ

り、那珂川市長から次のように公共測量を実施する旨の通知があったので、同法第39条

において準用する同法第14条第３項の規定により公示する。

　　令和元年９月６日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　測量の種類

　　公共測量（空中写真測量：数値地形図データファイルの更新）

２　測量の実施地域及び期間

　公告

　測量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用する同法第14条第１項の規定によ

り、田川市長から次のように公共測量を実施する旨の通知があったので、同法第39条に

おいて準用する同法第14条第３項の規定により公示する。

　　令和元年９月６日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　測量の種類

　　公共測量（空中写真撮影）　

２　測量の実施地域及び期間

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　測量の種類

　　糸島市が保有する数値地形図データの更新（修正測量）

２　測量の実施地域及び期間

　公告

　測量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用する同法第14条第１項の規定によ

り、北九州市長から次のように公共測量を実施する旨の通知があったので、同法第39条

において準用する同法第14条第３項の規定により公示する。

　　令和元年９月６日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　測量の種類

　　公共測量（３級基準点）

２　測量の実施地域及び期間

　公告

　測量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用する同法第14条第１項の規定によ

り、筑後市長浜島廻土地区画整理組合設立準備委員会長から次のように公共測量を実施

する旨の通知があったので、同法第39条において準用する同法第14条第３項の規定によ

り公示する。

　　令和元年９月６日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　測量の種類

実　施　地　域 実　施　期　間

糸島市全域 令和元年５月24日から
令和２年２月29日まで

実　施　地　域 実　施　期　間

北九州市若松区 令和元年７月10日から
令和２年１月31日まで

実　施　地　域 実　施　期　間

筑後市大字長浜 令和元年６月５日から
令和３年５月１日まで

実　施　地　域 実　施　期　間

那珂川市 令和元年７月10日から
令和２年２月28日まで
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　公告

　測量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用する同法第14条第２項の規定によ

り糸島市土地開発公社理事長から次のように公共測量を終了した旨の通知があったので

、同法第39条において準用する同法第14条第３項の規定により公示する。

　　令和元年９月６日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　測量の種類

　　公共測量（基準点・水準測量）

２　測量の実施地域及び終了年月日

　公告

　測量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用する同法第14条第２項の規定によ

り福岡市長から次のように公共測量を終了した旨の通知があったので、同法第39条にお

いて準用する同法第14条第３項の規定により公示する。

　　令和元年９月６日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　測量の種類

　　公共測量（基準点測量）出来形確認測量

２　測量の実施地域及び終了年月日

　公告

　測量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用する同法第14条第２項の規定によ

　公告

　測量法（昭和24年法律第188号）第５条に規定する公共測量を次のように終了したので

、同法第39条において準用する同法第14条第３項の規定により公示する。

　　令和元年９月６日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　測量の種類

　　公共測量（基準点測量）

２　測量の実施地域及び終了年月日

　公告

　測量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用する同法第14条第２項の規定によ

り国土交通省九州地方整備局筑後川河川事務所長から次のように公共測量を終了した旨

の通知があったので、同法第39条において準用する同法第14条第３項の規定により公示

する。

　　令和元年９月６日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　測量の種類

　　公共測量（航空レーザ）

２　測量の実施地域及び終了年月日

実　施　地　域 実　施　期　間

田川市 令和元年８月１日から
令和２年３月31日まで

実　施　地　域 終　了　年　月　日

糸島市　大入地区（糸島市二丈） 平成31年３月25日

実　施　地　域 終　了　年　月　日

糸島市多久 平成29年３月31日

実　施　地　域 終　了　年　月　日

福岡市東区香椎駅周辺土地区画整理事業
地内 令和元年６月17日

実　施　地　域 終　了　年　月　日

久留米市、朝倉市、うきは市、東峰村 平成31年３月29日
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福岡県知事　　小　川　　洋　　

　久留米小郡都市計画地区計画の決定（令和元年８月15日小郡市告示第140号）

　公告

　都市計画法（昭和43年法律第100号）第21条第２項において準用する同法第20条第１項

の規定により小郡市から送付のあった次の都市計画の図書の写しを福岡県建築都市部都

市計画課において公衆の縦覧に供する。

　　令和元年９月６日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

　久留米小郡都市計画地区計画の変更（令和元年８月15日小郡市告示第141号）

　公告

　都市再開発法（昭和44年法律第38号）第38条第１項の規定に基づき、第一種市街地再

開発事業の事業計画の変更を認可したので、同条第２項において準用する同法第19条第

１項の規定により次のように公告する。

　　令和元年９月６日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　組合の名称

　　ＪＲ久留米駅前第二街区市街地再開発組合

２　事業施行期間

　　平成30年11月から令和７年11月まで

３　施行地区

　　久留米市城南町の一部

４　事務所の所在地

　　久留米市城南町３番９号

５　設立認可の年月日

　　平成30年11月21日

６　変更の認可の年月日

　　令和元年８月23日

り北九州市長から次のように公共測量を終了した旨の通知があったので、同法第39条に

おいて準用する同法第14条第３項の規定により公示する。

　　令和元年９月６日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　測量の種類

　　公共測量（基準点測量）

２　測量の実施地域及び終了年月日

　公告

　次の開発行為に関する工事が完了したので、都市計画法（昭和43年法律第100号）第36

条第３項の規定により公告する。

　　令和元年９月６日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　開発区域に含まれる地域の名称

　�　飯塚市幸袋字中良木720番14、720番42から720番57まで、字亀ノ甲771番６及び771番

15から771番19まで

２　開発許可を受けた者の所在地、名称及び代表者氏名

　　北九州市小倉北区下到津四丁目９番２号

　　東宝ホーム株式会社

　　代表取締役　渡部　通

　公告

　都市計画法（昭和43年法律第100号）第20条第１項の規定により小郡市から送付のあっ

た次の都市計画の図書の写しを福岡県建築都市部都市計画課において公衆の縦覧に供す

る。

　　令和元年９月６日

実　施　地　域 終　了　年　月　日

北九州市八幡東区前田一丁目　ほか 令和元年７月31日
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　　令和元年８月19日

２　大規模小売店舗の名称及び所在地�

　⑴　名称　　ザ・ビッグ久留米すわの店

　⑵　所在地　久留米市諏訪野町1903番21　外

３�　大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっ

ては代表者の氏名

　公告

　大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号）第６条第１項の規定に基づき、同法第

５条第１項の規定による届出があった大規模小売店舗について、変更の届出があったの

で、同法第６条第３項において準用する同法第５条第３項の規定により次のとおり公告

する。

　なお、当該届出及び添付書類は、この公告の日から４月間、福岡県商工部中小企業振

興課及び福岡中小企業振興事務所において縦覧に供する。

　　令和元年９月６日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　届出年月日

　　令和元年８月23日

２　大規模小売店舗の名称及び所在地�

　⑴　名称　　古賀商業施設

　⑵　所在地　古賀市美郷190番　他18筆

３　大規模小売店舗の所在地

　　（変更前）

　　古賀市高田土地区画整理事業９街区22画地　他

　　（変更後）

　公告

　次の開発行為に関する工事が完了したので、都市計画法（昭和43年法律第100号）第36

条第３項の規定により公告する。

　　令和元年９月６日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　開発区域に含まれる地域の名称

　�　（第一工区）直方市大字下境2337番２、2365番１から2365番３まで、2365番５、23�

68番１、2369番１から2369番３まで、2369番５、2369番６、2372番１から2372番４ま

で、2372番６、2377番２、2378番２、2379番５、2379番６、2380番４、2381番４、23�

81番７、2392番２から2392番４まで、2394番２、2402番１、2402番２、2403番１、24�

04番、2404番３、2404番５、2405番１から2405番３まで、2405番５、2405番７、2405

番９、2406番１、2407番１、2410番１、2411番１、2411番２、2412番１、2413番１、

2414番１、2415番１、2416番１及び2416番３

２　開発許可を受けた者の所在地、名称及び代表者氏名

　　直方市大字下境2400番地

　　株式会社森田あられ

　　代表取締役　森田　長吉

　公告

　大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号）第６条第１項の規定に基づき、同法第

５条第１項の規定による届出があった大規模小売店舗について、変更の届出があったの

で、同法第６条第３項において準用する同法第５条第３項の規定により次のとおり公告

する。

　なお、当該届出及び添付書類は、この公告の日から４月間、福岡県商工部中小企業振

興課及び久留米中小企業振興事務所において縦覧に供する。

　　令和元年９月６日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　届出年月日

変更前 変更後

株式会社イズミ
代表取締役　山西　泰明
広島県広島市東区二葉の里三丁目３番１号

マックスバリュ九州株式会社
代表取締役　佐々木　勉
福岡市博多区大井二丁目３番１号
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　⑹　その他

　　・説明会は着工約半年後に行われている。普通計画段階で行われるのではないか。

　　・敷居北西部の従業員の通勤用出入口がなくなっているのは評価したい。

　公告

　大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号。以下「法」という。）第６条第１項の

規定による届出について、法第８条第１項の規定に基づき市町村から聴取した意見の概

要を、同条第３項の規定により次のとおり公告する。

　なお、当該意見は、この公告の日から１月間、福岡県商工部中小企業振興課及び福岡

中小企業振興事務所において縦覧に供する。

　　令和元年９月６日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　大規模小売店舗の名称及び所在地

　⑴　名称　　ゆめタウン宗像

　⑵　所在地　宗像市田久字鍵分642－１　外

２　法第８条第１項の規定に基づき市町村から聴取した意見の概要

　　意見なし

　公告

　大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号。以下「法」という。）第６条第１項の

規定による届出について、法第８条第１項の規定に基づき市町村から聴取した意見の概

要を、同条第３項の規定により次のとおり公告する。

　なお、当該意見は、この公告の日から１月間、福岡県商工部中小企業振興課及び久留

米中小企業振興事務所において縦覧に供する。

　　令和元年９月６日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　大規模小売店舗の名称及び所在地

　⑴　名称　　ゆめタウン大川

　⑵　所在地　大川市大字上巻字野口430－１　外

　　古賀市美郷190番　他18筆

　公告

　大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号。以下「法」という。）第５条第１項の

規定による届出について、法第８条第２項の規定に基づき述べられた意見の概要を、同

条第３項の規定により次のとおり公告する。

　なお、当該意見は、この公告の日から１月間、福岡県商工部中小企業振興課及び北九

州中小企業振興事務所において縦覧に供する。

　　令和元年９月６日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　大規模小売店舗の名称及び所在地

　⑴　名称　　（仮称）ビバモール東水巻

　⑵　所在地　遠賀郡水巻町吉田南五丁目600番１　外

２　法第８条第２項の規定に基づき述べられた意見の概要

　⑴　駐車需要の充足等交通に関する事項

　　・周辺の道路計画は水巻町で施工するとのことだが、店舗と関連した計画なのか。

　　・開店は12月27日となっているが、道路工事は間に合うのか。

　⑵　歩行者の通行の利便の確保等

　　・�吉田地区寄りの歩道は広くなく、すれ違い等で歩行者が車道にはみ出す可能性が

ある。ガードパイプ程度を設置願いたい。

　　・�今回の計画で一番環境破壊されている、片山地区の歩行者の買い物の為の近道を

設置願いたい。

　⑶　防災・防犯対策への協力

　　・当該地域には暴走族が多く、24時間営業でさらに多くなる懸念がある。

　⑷　騒音の発生に係る事項

　　・事前調査において騒音が厳しい状態であり、対策が示されていない。

　⑸　街並みづくり等への配慮等

　　・�片山地区は今回の計画で環境が破壊された。建物及び従業員駐車場の西側に植樹

を願いたい。
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２　法第８条第１項の規定に基づき市町村から聴取した意見の概要

　　意見なし

　公告

　大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号）第５条第１項の規定に基づき、大規模

小売店舗の新設の届出があったので、同条第３項の規定により次のとおり公告する。

　なお、当該届出及び添付書類は、この公告の日から４月間、福岡県商工部中小企業振

興課及び久留米中小企業振興事務所において縦覧に供する。

　　令和元年９月６日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　届出年月日

　　令和元年８月20日

２　大規模小売店舗の名称及び所在地

　⑴　名称　　（仮称）ドラッグストアモリ久留米市高良内町店

　⑵　所在地　久留米市高良内町2819番１　外

３�　大規模小売店舗を設置する者及び当該大規模小売店舗において小売業を行う者の氏

名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

　⑴　大規模小売店舗を設置する者

　⑵　当該大規模小売店舗において小売業を行う者

４　大規模小売店舗を新設する日

　　令和２年４月21日

５　大規模小売店舗内の店舗面積の合計

　　1,365平方メートル

６　大規模小売店舗の施設の配置に関する事項

　⑴　駐車場の位置及び収容台数

　⑵　駐輪場の位置及び収容台数

　⑶　荷さばき施設の位置及び面積

　⑷　廃棄物等の保管施設の位置及び容量

７　大規模小売店舗の施設の運営方法に関する事項

　⑴　大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻及び閉店時刻

　　　24時間営業

　⑵　来客が駐車場を利用することができる時間帯

　　　24時間

　⑶　駐車場の自動車の出入口の数及び位置

　⑷　荷さばき施設において荷さばきを行うことができる時間帯

　　　午前６時00分～午後11時00分

　公告

　大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号）第６条第２項の規定に基づき、同法第

５条第１項の規定による届出があった大規模小売店舗について、変更の届出があったの

氏名又は名称 住　　所

株式会社ドラッグストアモリ 代表取締役　森　竜馬 朝倉市一ツ木 1148 番地の１

氏名又は名称 住　　所

株式会社ドラッグストアモリ 代表取締役　森　竜馬 朝倉市一ツ木 1148 番地の１

駐 車 場 の 位 置 収容台数（台）
建物敷地内 46

駐 車 場 の 位 置 収容台数（台）

建物北側 ８

建物北側 ７

合計 15

荷さばき施設の位置 面積（平方メートル）
建物北側 40

廃棄物等の保管施設の位置 容量（立方メートル）
建物北側 6.52

出入口の数 位　置
２箇所 建物敷地北側
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で、同法第６条第３項において準用する同法第５条第３項の規定により次のとおり公告

する。

　なお、当該届出及び添付書類は、この公告の日から４月間、福岡県商工部中小企業振

興課及び久留米中小企業振興事務所において縦覧に供する。

　　令和元年９月６日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　届出年月日

　　令和元年８月19日

２　大規模小売店舗の名称及び所在地

　⑴　名称　　ザ・ビッグ久留米すわの店

　⑵　所在地　久留米市諏訪野町1903番21　外

３　大規模小売店舗の施設の配置に関する事項

　⑴　駐輪場の位置及び収容台数

　⑵　荷さばき施設の位置及び容量

４　大規模小売店舗の運営方法に関する事項

　⑴　荷さばき施設において荷さばきを行うことができる時間帯

　公告

　大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号）第６条第２項の規定に基づき、同法第

５条第１項の規定による届出があった大規模小売店舗について、変更の届出があったの

で、同法第６条第３項において準用する同法第５条第３項の規定により次のとおり公告

する。

　なお、当該届出及び添付書類は、この公告の日から４月間、福岡県商工部中小企業振

興課及び福岡中小企業振興事務所において縦覧に供する。

　　令和元年９月６日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　届出年月日

　　令和元年８月23日

２　大規模小売店舗の名称及び所在地

　⑴　名称　　古賀商業施設

　⑵　所在地　古賀市美郷190番　他18筆

３　大規模小売店舗の施設の配置に関する事項

　⑴　廃棄物等の保管施設の位置

　監査公表第９号

　地方自治法（昭和22年法律第67号）第199条第９項の規定により報告した財政的援助団

体等監査（２次分）結果（平成31年３月18日30監総第895号）に基づき、福岡県知事から

措置を講じた旨の通知があったので、同条第12項の規定により、次のとおり公表する。

　　令和元年９月６日

福岡県監査委員　　藤　山　泰　三　　

同　　　　　　　　行　正　晴　實　　

位置 変更前 変更後

建物南側 64 台 44 台

建物南西側 20 台

合計 64 台 64 台

位置 変更前 変更後

建物北側 130㎡ 130㎡

建物南側 39㎡

合計 130㎡ 169㎡

位置 変更前 変更後

建物北側 午前６:00 ～午後７:00 午前６:00 ～午後 10:00

建物南側 午前６:00 ～午前９:00

位置 変更前 変更後

建物内北東側 26.97㎥ 26.97㎥

建物内東側 3.00㎥

建物内東側 3.00㎥

合計 29.97㎥ 29.97㎥

監 査 委 員
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同　　　　　　　　岩　﨑　　　勇　　

同　　　　　　　　長　　　裕　海　　
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